裾野市技能功労者等表彰に関する実施要領
第1　趣旨

　この要領は、裾野市技能功労者等表彰に関する要綱（以下「要綱」という）第9条にもとづき、技能功労者表彰等の実施に関し必要な細目を定めるものである。

第２　被表彰者

　表彰される者は、要綱第3条に定める要件のほか次の各号のすべての要件を充たしているものであること。
１　技能の程度がすぐれており、市内において当該技能の第一人者ともくされていること。単に年齢が６０歳になっている、組合内でまだ表彰されていない者等の理由での推薦は行なわないこと。

２　就業を通じて後進者の技能指導を行い、あるいは、技能者の教育訓練にたずさわり、技能者の育成に寄与したこと。技能に関する工夫、改善等によって生産性の向上に役立ったこと等により、産業の発展に寄与した者であること。
３　勤務実績、組合内活動、日常行為等において、他の技能者の模範と認められる者であること。また、「禁固刑以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」でないこと。
第３　提出書類

推薦団体の代表者が被表彰候補者を市長に推薦する場合は、次の書類を提出す

るものとする。
（１）裾野市技能功労者等表彰推薦書　　１部

(2)技能者団体名簿　　　　　　　　　 1部

(3)その他の資料　　　　　　　　　　 1部

　 　被表彰候補者の最も高く評価されている技能の程度及び功績を説明することのできる資料、作業風景・成果品の写真等をできるかぎり集め添付すること。ただし、技能と関係のない資料は添付しないこと。
なお、後日返還を要するものについては、その旨を明示すること。

第４　農業従事者の職業従事年数に関する特例

要綱第3条第１号にある「同一職業に30年以上従事している」旨の規定は、農業従事者においては、兼業・専業問わず30年以上農業に従事していることとする。
